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   附  則  

 この訓令は，令和４年４月１日から施行する。  
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人 事 委 員 会

令和４年改正条例附則第３条の規定による給料に関する規則をここに公布す

る。  

  令和４年３月 31日  

神戸市人事委員会       

委員長  芝  原  貴  文    

神戸市人事委員会規則第 12号  

令和４年改正条例附則第３条の規定による給料に関する規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（令和４年２月条例第８号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第３条

の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

⑴  対象給料表  神戸市職員の給与等に関する条例（昭和 26年３月条例第８

号。以下「給与条例」という。）第３条第１項第３号イの給料表をいう。  

⑵  切替日  令和４年４月１日をいう。  

⑶  基準級  切替日の前日においてその者が属していた職務の級（令和４年改

正条例附則第２条の規定により切替日における職務の級を定められた職員に

あっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する令

和４年改正条例附則別表の新級欄に掲げる職務の級）をいう。  

⑷  降格  職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することを

いう。  

⑸  休職等期間  次に掲げる期間をいう。  

ア  地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 28条第２項又は職員の分限及

び懲戒に関する条例（昭和 27年２月条例第８号）第２条の規定により休職

にされていた期間  

イ  地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第２条

の規定により育児休業をしていた期間  
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⑹  復職時調整  神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則（平成 13年

３月人委規則第８号。以下「初任給、昇給に関する規則」という。）第 22条

の規定による号給の調整をいう。  

⑺  再任用職員  地方公務員法第 28条の４第１項又は第 28条の５第１項の規定

により採用された職員をいう。  

（令和４年改正条例附則第３条第１項の人事委員会規則で定める職員）  

第３条  令和４年改正条例附則第３条第１項の人事委員会規則で定める職員は、

次に掲げる職員とする。  

⑴  切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員  

⑵  切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間

を含む期間に係る復職時調整をされたもの  

⑶  切替日以降に再任用職員として勤務する職員  

⑷  切替日以降に令和４年改正条例附則第３条の規定による給料を支給される

職員でなくなった職員  

（令和４年改正条例附則第３条第２項の規定による給料の支給）  

第４条  切替日の前日から引き続き対象給料表の適用を受ける職員のうち、切替

日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者

の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこと

となるもの（第３条第４号に掲げる職員を除く。）には、その差額に相当する

額を、令和４年改正条例附則第３条第２項の規定による給料として支給する。  

 ⑴  基準級より下位の職務の級に降格をした場合  切替日の前日において当該

降格後の職務の級に降格をしたものとした場合（切替日以降に基準級より下位

の職務の級への降格を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの

降格を順次したものとした場合）に、初任給、昇格に関する規則第 10条の規定

の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額  

 ⑵  切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合  

切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給、昇給に関する規

則第 22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する
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額  

（端数計算）  

第５条  令和４年改正条例附則第３条の規定による給料の額に１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。  

（この規則により難い場合の措置）  

第６条  令和４年改正条例附則第３条の規定による給料の支給について、この規

則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときそ

の他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の

取扱いをすることができる。  

 

附  則  

１  この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

２  令和４年改正条例附則第３条の規定による給料を支給される職員に関して

は、神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（昭和 32年 12月人委規則第 11

号）第５条の２第１項第１号及び第９条の規定の適用についてはこれらの規定

中「給料月額」とあるのは、「給料月額と神戸市職員の給与等に関する条例等

の一部を改正する条例（令和４年３月条例第８号）附則第３条の規定による給

料の額との合計額」とする。  
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神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

神戸市人事委員会      

委員長 芝 原 貴 文   

神戸市人事委員会規則第 13号  

神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則  

（神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（昭和 32年 12月人委規則第

11号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号

及び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下

線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（給与の減額）  （給与の減額）  

第７条  条例第 12条第１項の「その他

その勤務しないことにつき任命権者

の承認（神戸市職員の育児休業等に

関する条例（平成４年３月条例第 71

号）第 16条に規定する部分休業の承

認並びに勤務時間条例第 14条に規定

する介護休暇及び介護時間の承認を

除く。）があつた場合」とは、勤務

時間条例施行規則第５条に規定する

育児時間及び任命権者が定めた規程

第７条  条例第 12条第１項の「その他

その勤務しないことにつき任命権者

の承認（神戸市職員の育児休業等に

関する条例（平成４年３月条例第 71

号）第 16条に規定する部分休業の承

認並びに勤務時間条例第 14条に規定

する介護休暇及び介護時間の承認を

除く。）があつた場合」とは、勤務

時間条例施行規則第５条に規定する

育児時間及び任命権者が定めた規程
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による場合のほか、次の各号（神戸

市一般職の任期付職員の採用に関す

る条例（平成 22年３月条例第 27号。

以下「任期付条例」という。）第２

条、第３条又は第４条の規定に基づ

き採用された職員及び育児休業法第

６条第１項第１号の規定に基づき採

用された職員については、第２号を

除く。）に定める基準によつて任命

権者が勤務しないことにつき承認を

与えた時間又は日をいう。  

による場合のほか、次の各号（神戸

市一般職の任期付職員の採用に関す

る条例（平成 22年３月条例第 27号。

以下「任期付条例」という。）第２

条、第３条又は第４条の規定に基づ

き採用された職員及び育児休業法第

６条第１項第１号の規定に基づき採

用された職員については、第２号を

除く。）に定める基準によつて任命

権者が勤務しないことにつき承認を

与えた時間又は日をいう。  

⑴  職員の職務に専念する義務の特

例に関する条例（昭和 26年３月条

例 第 13号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「特例条例」という。）第２条第

１項各号（同条例第２条第１項第

３号の規定に基づく場合にあつて

は、職員団体のための職員の行為

の制限の特例に関する条例（昭和

41年 10月条例第 25号）第２条第１

号に規定する場合に限る。）及び

これに基づく職務に専念する義務

の特例に関する規則（昭和 27年２

月神人委規則第２号。以下この条

において「特例規則」という。）

第２条各号（同規則第２条第 12号

の規定に基づき任命権者がとくに

承認した場合にあつては、任命権

者が別に定めたものを除く。）の

⑴  職員の職務に専念する義務の特

例に関する条例（昭和 26年３月条

例 第 13号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「特例条例」という。）第２条第

１項各号（同条例第２条第１項第

３号の規定に基づく場合にあつて

は、職員団体のための職員の行為

の制限の特例に関する条例（昭和

41年 10月条例第 25号）第２条第１

号に規定する場合に限る。）及び

これに基づく職務に専念する義務

の特例に関する規則（昭和 27年２

月神人委規則第２号。以下この条

において「特例規則」という。）

第２条各号（同規則第２条第 12号

の規定に基づき任命権者がとくに

承認した場合にあつては、任命権

者が別に定めたものを除く。）の
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規定に基づきその義務を免除され

たとき。  

規定に基づきその義務を免除され

たとき。  

そのつど必要と認める時間又は

日（ただし、特例規則第２条第３

号にあつては、１週間をこえない

範 囲 内 で そ の つ ど 必 要 と 認 め る

日）  

そのつど必要と認める時間又は

日（ただし、特例規則第２条第３

号にあつては、１週間をこえない

範 囲 内 で そ の つ ど 必 要 と 認 め る

日）  

⑵  ［略］  ⑵  ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

附  則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

神戸市人事委員会      

委員長 芝 原 貴 文   

神戸市人事委員会規則第 14号  

管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則  

 （管理職手当の支給に関する規則の一部改正）  

第１条  管理職手当の支給に関する規則（昭和 37年７月人委規則第 11号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

別表第１ 別表第１ 

任命権者の組

織 

職 支給額 支給区

分 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

市長 ［略］ ［略］ ［略］ 

 市長室 ［略］ ［略］ ［略］ 

国際経済連携専

門官、ホームペ

ージ監理官、広

聴専門官 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

企画調整

局 

［略］ ［略］ ［略］ 

男女共同参画セ

ンター所長、総

［略］ ［略］ 

任命権者の組

織 

職 支給額 支給区

分 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

市長 ［略］ ［略］ ［略］ 

 市長室 ［略］ ［略］ ［略］ 

ホームページ監

理官、広聴専門

官 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

企画調整

局 

［略］ ［略］ ［略］ 

つなぐラボ所

長、連携推進専

［略］ ［略］ 
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括イノベーショ

ン専門官、イノ

ベーション専門

官（級別基準職

務表の適用範囲

に関する規則

（平成28年４月

人委規則第６

号）別表第１に

おいて職務の級

が６級と定めら

れている者に限

る。） 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

福祉局 ［略］ ［略］ ［略］ 

障害者更生相談

所長、ひきこも

り支援室長、特

別指導監査専門

官 

 

 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

経済観光

局 

［略］ ［略］ ［略］ 

消費生活センタ

ー所長、農業振

興センター所長 

 

 

 

［略］ ［略］ 

建設局 ［略］ ［略］ ［略］ 

森林整備事務所

長、王子動物園

副園長、建設事

務所副所長 

［略］ ［略］ 

門官、情報シス

テム専門官、総

括イノベーショ

ン専門官、イノ

ベーション専門

官（級別基準職

務表の適用範囲

に関する規則

（平成28年４月

人委規則第６

号）別表第１に

おいて職務の級

が６級と定めら

れている者に限

る。） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

福祉局 ［略］ ［略］ ［略］ 

障害者福祉セン

ター所長、障害

者更生相談所

長、発達障害者

支援センター

長、ひきこもり

支援室長、特別

指導監査専門官 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

経済観光

局 

［略］ ［略］ ［略］ 

都市型創造産業

統括プロデュー

サー、消費生活

センター所長、

農業振興センタ

ー所長 

［略］ ［略］ 

建設局 ［略］ ［略］ ［略］ 

森林整備事務所

長、王子動物園

副園長、建設事

務所副所長、水

［略］ ［略］ 
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都市局 ［略］ ［略］ ［略］ 

西神整備事務所

長 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

環境センター副

所長 

都市局 ［略］ ［略］ ［略］ 

臨海整備事務所

長、西神整備事

務所長 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

  

 

 （管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）  

第２条  管理職員等の範囲を定める規則（昭和 41年９月人委規則第５号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

任命権者の組

織 

職 

［略］ ［略］ 

市長部局 ［略］ 

  

 市長室 室長 ホームページ監理官 

広聴専門官 国際経済連携専

門官 秘書課担当係長 

 ［略］ ［略］ 
企画調整局 本部長 総括イノベーション

専門官 イノベーション専門  

任命権者の組

織 

職 

［略］ ［略］ 

市長部局 ［略］ 

  

 市長室 室長 ホームページ監理官 

広聴専門官 秘書課担当係長 

 

 ［略］ ［略］ 
企画調整局 本部長 所長 連携推進専門

官 情報システム専門官 総  
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官（級別基準職務表の適用範

囲に関する規則（平成28年４

月人委規則第６号）別表第１

において職務の級が６級と定

められている者に限る。） 

 

 

 ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
福祉局 ［略］ 

  

 和光園 ［略］ 

 

 

 

 

障害者更

生相談所 

［略］ 

発達障害

者支援セ

ンター 

センター長 

ひきこも

り支援室 

［略］ 

［略］ ［略］ 
経済観光局 本部長 

  

 ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

都市局 ［略］ 

  

 

   

西神整備

事務所 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

括イノベーション専門官 イ

ノベーション専門官（級別基

準職務表の適用範囲に関する

規則（平成28年４月人委規則

第６号）別表第１において職

務の級が６級と定められてい

る者に限る。） 

 ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
福祉局 ［略］ 

  

 和光園 ［略］ 

障害者福

祉センタ

ー 

所長 

障害者更

生相談所 

［略］ 

発達障害

者支援セ

ンター 

センター長 

ひきこも

り支援室 

［略］ 

［略］ ［略］ 
経済観光局 本部長 都市型創造産業統括

プロデューサー   

 ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

都市局 ［略］ 

  

 臨海整備

事務所 

所長 

西神整備

事務所 

［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
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 （級別基準職務表の適用範囲に関する規則の一部改正）  

第３条  級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成 28年４月人委規則第６号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

別表第１ 行政職給料表 別表第１ 行政職給料表 

職

務

の

級 

職務の

内容 

局室区役所

の名称 

事業所等の名称 

５

級 

［略］ ［略］ ［略］ 

副館長

の職務 

 

 

 

 

［略］ ［略］ 

デジタ

ル化専

門官の

職務 

企画調整局 政策課、デジタル戦

略部 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

相談員

の職務 

［略］ ［略］ 

 

オープ 経済観光局 経済政策課 

職

務

の

級 

職務の

内容 

局室区役所

の名称 

事業所等の名称 

５

級 

［略］ ［略］ ［略］ 

副館長

の職務 

［略］ ［略］ 

国際渉

外専門

官の職

務 

市長室 国際課 

デジタ

ル化専

門官の

職務 

企画調整局 デジタル戦略部 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

相談員

の職務 

 

 

［略］ ［略］ 



令和 4年５月 10日 第3757号神 戸 市 公 報 1068

ンイノ

ベーシ

ョン専

門官の

職務 

 

 

 

 

 

  

６

級 

所長の

職務 

企画調整局 男女共同参画センタ

ー 

福祉局 障害者更生相談所 

 

 

［略］ ［略］ 

都市局 西神整備事務所 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

セン 

ター 

長の 

職務 

行財政局 ［略］ 

  

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

事務長

の職務 

［略］ ［略］ 

国際経

済連携

専門官

の職務 

市長室 国際部 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法

務専門

官の職

務 

教育委員会

事務局 

監理室、児童生徒課 

６

級 
所長の

職務 
企画調整局 男女共同参画センタ

ー、つなぐラボ 

福祉局 障害者福祉センタ

ー、障害者更生相談

所 

［略］ ［略］ 

都市局 臨海整備事務所、西

神整備事務所 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
セン 

ター 

長の 

職務 

行財政局 ［略］ 

福祉局 発達障害者支援セン

ター 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

事務長

の職務 

 

［略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

 

［略］ ［略］ 
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広聴専

門官の

職務 

 

 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

特別指

導監査

専門官

の職務 

［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［略］ ［略］ ［略］ 
［

略

］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

広聴専

門官の

職務 

［略］ ［略］ 

連携推

進専門

官の職

務 

企画調整局  

情報シ

ステム

専門官

の職務 

企画調整局 デジタル戦略部 

［略］ ［略］ ［略］ 

特別指

導監査

専門官

の職務 

［略］ 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

都市型

創造産

業統括

プロデ

ューサ

ーの職

務 

経済観光局 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［略］ ［略］ 

［

略

］ 

［略］ ［略］ ［略］ 
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― 

別表第３ 教育職給料表(2) 別表第３ 教育職給料表(2) 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

担当係

長の職

務  

教育委員

会事務局  

学校教育課、教科

指導課、児童生徒

課  

５

級  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

３

級  

担 当 係

長 の 職

務  

教育委員

会事務局  

学校教育課、児童

生徒課  

４

級  

［略］  ［略］   

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

別表第５  教育職給料表 (5) 別表第５  教育職給料表 (5) 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

担当係

長の職

務  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

教育委員

会事務局  

教職員課、学校経

営支援課、学校環

境整備課、健康教

育課、学校教育課、

教科指導課、児童

生徒課、特別支援

教育課、総合教育

センター  

５

級  

担 当

課 長

の 職

務  

教 育 委

員 会 事

務局  

教職員課、健康教

育 課 、 学 校 教 育

課、教科指導課、

児童生徒課、特別

支援教育課、総合

教育センター  

 

職

務

の

級  

職務の

内容  

局室区役

所の名称  

事業所等の名称  

４

級  

担当係

長の職

務  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

教育委員

会事務局  

教職員課、学校経

営支援課、学校環

境整備課、健康教

育課、学校教育課、

教科指導課、児童

生徒課、特別支援

教育課、研修育成

課  

５

級  

担 当

課 長

の 職

務  

こ ど も

家庭局  

こども青少年課  

教 育 委

員 会 事

務局  

教職員課、健康教

育 課 、 学 校 教 育

課、教科指導課、

児童生徒課、特別

支援教育課、研修

育成課  
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別表第６ 医療職給料表(1) 別表第６ 医療職給料表(1) 

職

務

の

級 

職務の

内容 

局室区役所

の名称 

事業所等の名称 

３

級 

［略］ ［略］ ［略］ 

副所長

の職務 

健康局 健康科学研究所 

［

略

］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

職

務

の

級 

職務の

内容 

局室区役所

の名称 

事業所等の名称 

３

級 

［略］ ［略］ ［略］ 

副所長

の職務 

健康局 環境保健研究所 

［

略

］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

 

附  則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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人事委員会委員長及び事務局長等専決規程の一部を改正する訓令をここに公布す

る。 

令和４年３月31日  

 

神戸市人事委員会 

委員長 芝原 貴文  

 

神戸市人事委員会訓令甲第１号 

人事委員会委員長及び事務局長等専決規程の一部を改正する訓令 

人事委員会委員長及び事務局長等専決規程（昭和49年６月人委訓令甲第１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前  

別表  別表  

人事関係事務 人事関係事務 

   決裁

区分  

決裁  

事項  

委員

長 

事務

局長 

調査

課長 

課長

共通 

備考  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略］[略 ] 

   決裁

区分

決裁 

事項  

委員

長 

事務

局長 

調査

課長 

課長

共通 

備考  

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 



令和 4年５月 10日 第3757号神 戸 市 公 報1073

給

与

等 

給料  

・  

報酬  

決

定 

局長  担当

部長

及び

課長 

担当

係長

以下 

―  行財

政局

にお

いて

処理

する

事務

を除

く。 

支

給 

―  ―  全職

員 

―  行財

政局

にお

いて

処理

する

事務

を除

く。 

手当

（相

当す

る報

酬・

費用

弁償

を含

む。） 

認

定 

―  特殊

なも

の 

全職

員

（特

殊な

もの

を除

く。）

― 行財

政局

にお

いて

処理

する

事務

を除

く。 

支 ― ―  全職 ― 行財

給

与 

  

給料  

  

   

決

定  

局長  担当

部長

及び

課長 

担当

係長

以下 

―     

   

   

   

   

   

   

   

  

支

給  

―  ―  全職

員 

―     

   

   

   

   

   

   

   

  

手当

    

    

    

    

    

    

    

    

認

定  

―  特殊

なも

の 

全職

員

（特

殊な

もの

を除

く。）

―    

   

   

   

   

   

   

   

  

支 ―  ―  全職 ―    
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給 員  政局

にお

いて

処理

する

事務

を除

く。 

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

服

務  

休暇の

付与  

―  課長

以上  

―  担当

係長

以下  

担当

部長

及び

課長

の長

期に

わた

るも

のは

委員

会の

承認

を受

ける

こと。

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

職務専

念義務

の免除  

―  課長

以上  

―  担当

係長

以下  

   

   

   

   

   

  
 

給 員     

   

   

   

   

   

   

   

[略

] 

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ]

  

服

務  

休暇の

付与  

局長  担当

部長

及び

課長  

―  担当

係長

以下  

担当

部長

及び

課長

の長

期に

わた

るも

のは

委員

会の

承認

を受

ける

こと。

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

[略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] [略 ] 

職務専

念義務

の免除  

局長  担当

部長

及び

課長  

―  担当

係長

以下  

調査

課長

に合

議す

るこ

と。  
 

   附  則  

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 




